
生活支援型訪問サービスとは、調理・掃除等の生活援助サービスです。
身体介護を必要とする介助サービスではないため、介護未経験でも、
本研修の修了後は『生活支援型訪問サービス』の従事者として、働くことができます※1

受講料無料！
未経験者OK！

『生活支援型訪問サービス』の従事者とは

要支援者認定等を受けた高齢者が自立した日常
生活を送ることが出来るように、高齢者のお手伝い
をする仕事です。

従事者は、家事代行業とは異なります。主に、一
般的な食事の調理・後片付け、掃除・洗濯・衣類の
整理等の、日常生活における一般的な家事部分を
高齢者と一緒に行います。

従事者として、働くためには

本研修を修了後、修了書を交付します。

その修了書を以て、北九州市の生活支援型
訪問サービスの指定を受けている介護事業所
で、生活支援型訪問サービスの従事者として
働くことが出来ます。
他都市の生活支援型
サービスは対象外です※1

※就業斡旋はしていません
※必ず雇用につながるもの

ではありません。

こちらからお申込みができます

令和6年1月23日（火）、1月24日（水）、1月25日（木）の3日間 （※研修内容は裏面を参照）

北九州市立商工貿易会館 5階 501会議室 （北九州市小倉北区古船場1番35号）

介護福祉士の資格を持たず、介護職員初任者研修等を修了していない者

（但し、会場までの交通費、昼食は自己負担です）

15名 程度

裏面の申込用紙に必要事項を記入して申込先へ
提出ください。（FAXもしくは電話）
下記の二次元コードからの申込も可能です。

令和5年12月5日（火）～令和5年12月22日（金）
※17時00分締め切り

研修日程等

研修会場

対 象 者

研 修 費

定 員

申込み期間

申込方法

そ の 他

※1 初任者研修（ヘルパー２級）をお持ちの方は
本研修は不要です。
また、本研修は介護職員初任者研修ではないため、
修了後、訪問介護員として働くことはできません。

団体・事業所で、５名以上の受講を希望される場合は

下記へご連絡ください。

３日間の研修をすべて受講した方に修了証を発行します。

会場に無料駐車場はありません。公共の交通機関を

ご利用いただくか、近隣の有料駐車場をご利用ください。

当日、体調不良の方は参加をご遠慮ください。

昼食は各自でご準備下さい。（ゴミはお持ち帰り下さい）

お子様の一時預かりはできませんのでご了承ください。

1

2
3

4
5
6



日時 研 修 内 容

令和6年（2024）1月23日（火）
9：20～16：20 【受付9：00～】

介護保険制度について

介護予防・生活支援サービス事業について

地域包括支援センター

高齢者の状態像、緊急時の対応

接遇・コミュニケーション

令和6年（2024）1月24日（水）
9：20～16：10 【受付9：00～】

ケアマネジメント

生活援助の基礎知識・技術

令和6年（2024）1月25日（木）
9：20～12：10 【受付9：00～】

認知症について

感染症について

修了式

受講決定書類を、後日郵送でお送りいたします。
令和６年１月４日までに受講通知が届かない、連絡がない場合は、地域福祉推進課までお問合せください。
また、申し込み多数の場合は、先着順となります。

申込日 令和 年 月 日

ふりがな

氏名

生年月日 昭和 ・ 平成 年 月 日 （ 歳）

住所
〒 －

連絡が取れる
電話番号

事業所名

※事業所に在籍している場合はご記入ください。

※ご記入いただいた個人情報は，本研修の受講及び修了にかかるものとして取り扱うものであり、
事業の目的以外には使用いたしません。

令和5年度第3回 北九州市生活支援型訪問サービス従事者研修申込書

北九州市役所 保健福祉局 地域福祉推進課 担当者 行

〒803-8501 北九州市小倉北区城内１－１ FAX：093-582-2095
令和５年１２月２２日（金） ※１７時００分必着

研修会場
北九州市立商工貿易会館 5階 501会議室
（北九州市小倉北区古船場町1番35号）

北九州市では、高齢者の介護予防、日常生活支援を目的とした介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）を平成28年
10月から実施しています。生活支援型訪問サービスは、総合事業のサービスの中の1つであり、要支援認定等の認定を受け
た高齢者の自宅を訪問し、日常生活の援助を行い、高齢者の自立を支援するサービスです。

この研修では要支援者等に対する適切な介護予防や、生活支援サービスの提供ができるよう基本的な知識や、技術を学
び身につけることを目的としています。

高齢者の自立した生活を支援するために


